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第９節 その他突発的事故災害対策計画 
所 管 □危機管理監 □保健局 □消防局 □関係各局 

１ 基本方針  

不発弾処理、テロ行為、その他大規模な突発的事故（以下「その他突発的事故」という。）

が発生し、又は発生するおそれがある場合に、関係機関が緊密な連携を図り、被害の拡大

を防止し、住民の生命、財産の安全を確保する。 

２ 関係機関の対策措置  

（１）関係機関 

県、警察、市、消防機関、保健所その他関係機関 

（２）応急対策 

ア 関係機関は相互に連携協力して、情報の収集伝達、救出、消防・救急、医療救

護、行方不明者の捜索などの災害応急対策を実施する。 

イ 警察機関及び道路管理者は、災害の拡大防止及び交通確保のため、必要な交通

規制を実施する。 

ウ 関係機関は、円滑、迅速な応急対策を実施するため、必要に応じて協議の上、

現地合同本部等を設置する。 

３ 市の対策措置  

（１）情報の収集伝達 

① 防災関係機関との情報伝達 

市（関係局課）及び消防局は、関係者等からその他突発的事故が発生し、又は発

生するおそれがある旨通報があった場合は、情報の収集に努めるとともに、把握し

た情報を関係機関へ連絡し、災害応急対策の調整等を行う。 

② 市民等への情報伝達 

その他突発的事故が発生したときは、市は、関係機関と連携して、被災者家族に

対し情報を提供するとともに、地域住民等に対し正確な情報を迅速に提供し混乱を

防止するため、報道機関、ホームページ、金沢ぼうさいドットコム、同報防災無線

及び広報車等により、情報の周知、伝達を行う。 

ア  その他突発的事故の状況及び避難情報 

イ 被災者等の安否情報 
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ウ 医療救護等の情報 

エ 関係機関の災害応急対策に関する情報 

オ その他必要事項 

（２）組織体制 

市長は、その他突発的事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、その状況に応

じて応急活動体制を整え、災害応急対策を実施する。 

市長は、必要に応じて県及び関係機関に応援協力を要請（自衛隊派遣要求を含む。）す

る。 

（３）救出活動、消防・救急活動 

市は、風水害等災害対策計画第３章第９節「消防・救急活動」及び第１１節「救出・

救助活動」に定めるところにより、救出活動、消防・救急活動を実施する。 

救助・救急活動の詳細は、消防局が定める「集団救急事故活動計画」によることとす

る（事故災害対策計画第２章第１節３（４）「救助・救急活動」参照）。 

（４）医療救護活動、行方不明者の捜索、遺体処理・埋葬 

風水害等災害対策計画第３章第１９節「災害医療及び救急医療」及び第１２節「行方

不明者の捜索、遺体の収容・埋葬」に定めるところにより、医療救護活動、行方不明者

の捜索、遺体処理・埋葬等を実施する。 

死傷者が発生した場合、医療機関、保健所等で編成する医療班を現地に派遣し、応急

措置を施した後、あらかじめ指定した医療機関に搬送する。 

４ 健康危機管理対策  

金沢市は、平成 11年 5月に「金沢市健康危機管理対策要綱」を制定しており、その概要

を次に掲げる。 

（１）基本的指針 

ア 医療支援、検査体制、警察との連携等、広域的な対応が必要なことから、石川

県の作成した指針等に準拠 

イ 感染症、毒物中毒、食中毒対策を総括した保健所の行動規範 

（２）要綱の主な内容 

ア 情報の収集及び関係機関との連絡体制 

・ 日本中毒情報センターからの情報収集 

・ 国、県、警察、消防等との連絡体制 

イ 検査体制の整備 

・ 石川県保健環境センターへの検査依頼 

ウ 医療応援体制の整備 
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・ 災害拠点病院、救急救命センター、救急告示病院等の応援要請 

エ 患者等に対する精神的ケアの実施 

オ 金沢市健康危機管理対策本部の設置基準及び所掌事務等 

カ 広報体制及び市民に対する知識の普及・啓発 

※ 炭疽菌テロ行為への対応は、参考資料 50 を参照 

【参照】資料 48 炭疽菌テロ対策 

    


